
羅

　
簿
灘鰐

叢

.

論酬

}叢

租
税
に
於
け
る
給
付
能
力
の
原
則

・

累
進
税
説
の
統
計
的
観
察

中
世
都
市
の
獲
達

農
業
労
働
問
題

…

時

螂
隅

大

正
十
年
度

の
豫
算

を
讀

む

・

}説

苑

入
時

間
勢
働
制

の
沿
革

・

井
リ

ャ
ム
・
タ

ム
ス
ン
の
分
配
論

・

蕪
…

録

史
的
唯
物

論
略
解

家
畜
保
険

に
就

て

法
學
博
士

法

學

士

.文
學
博
士

法
學
博
士

法
學
博
士

法
學
博
士

経
済
學
士

法
學
博
士

経
済
學
士

神

戸

正

雄

汐

見

三

郎

三

浦

周

行

河

田

嗣

郎

小

川

郷

太

郎

山

本
美

越

乃
、

堀

経

夫

河

上

肇

野

口

正

造
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.

家

畜

保
険

に
就

て

(二
、完
)

野

口

正

造

=

家
畜
保
険
の
沿
革

欧
米
諸
國
は
家
畜
を
利
用
す
る
事
盛
に
し
て
謄

っ
て

其
の
飼
養
敷

の
多
き
事
既
に
述

べ
た
る
が
如

し
、
而
し

て
鹸
…近
宇
内
の
交
通
至
便
ε
成
れ
る
ε
土
ハ
に
牛
疫
豚
疫

等
疫
癘
の
流
行
も
年
ε
共
に
増
加
し
、
酷
烈
な
る
惨
毒

ε
莫
大
な
る
損
害
ε
を
齎
す
事
亦
決
し
て
稀
な
り
ε
せ

す
。
藪
に
於
て
か
諸
國
競
ふ
て
其
豫
防
制
逼

方
法
を
考

究
し
、
或
は
国
家
的
獣
疫
豫
防
法
を
布
き
、
或
は
家
畜

保
険
法
を
制
定
し
、
依
り
で
以
て
共

の
損
害
の
豫
防

・こ

軽
減

ε
を
企
圖
す
る
等
、
始
終
研
究

に
餓
念
無
し
。
殊

に
家
畜
保
険
は
甚
だ
盛

に
行
は
れ
、
此
事
業
を
目
的
ご

す

る
會
趾
組
合

の
設
立
亦
到
る
所
に
目
撃
せ
ら
る
Σ
に

至
散
り
。

今
、
家
畜
保
険
の
沿
革
を
尋
ぬ
る
に
、
そ
の
精
神
は

早
く
既
に
太
古
以
来
よ
り
存
在
せ
る
も
の
＼
如
し
。
即

ち
古
代
に
在
り
て
も
、
稻
文
化
の
進
み
た
る
民
族
に
あ

り
て
は
、
.同
族
相
提
携
し
て
損
害
分
搬

の
方
法
に
依
り

雑

録

家
畜

保
隙

に
就
て
(
二
、
完
)

て
避
く
可
か
ら
ざ

る
不
可
抗
力
ε
戦

ぼ
ん
ε
す

る
精
神

は
既

に
存
在
し
陀
る
所
な
る
が
、
こ
鳳
今
日
の
保
険

の

制
度
に
進
む

べ
き
第

一
歩
な
り
ε
謂
ふ

べ
き

も

の
な

b
。

か
の
往
時

ヘ
プ

ル
ー
人
が
駱
駝
其
他
の
家
畜
を
携

へ
、
隊
商
を
組
織
し
て
パ
レ
ス
タ
イ
ン
其
他
各
地
を
遍
.

歴
す

る
に
當
b
、
彼
等
の
間

に
行
は
れ
陀
る
約
束
の
結

果
遍
歴
中
盗
賊
の
爲
め
叉
は
猛
獣
等

の
薦
め
に
不
慮
の

災
厄
に
遭
遇
し
て
共
家
畜
を
喪
失
し
た
る
隊
員
は
他
の

隊
員
に
依
り
て
共
同
の
填
補
を
受
け
淀
り
己
侮
…
へ
ら
る

る
が
如
き
は
其

一」例
な
り
。
惟

ふ
に
共
存
の
理
性
は
人

類

の
特
質
に
し
て
、
相
互
救
済
は
人
類
共
存

の
反
映
な

b
。
故
に
.今
日
に
於
け
る
が
如
き
組
織
的
保
険
は
近
代

に
至
り
て
遽
か
に
獲
達

し
た
る
も
の
な
り
ご
錐
も
、
相

互
救
濟
…ε
}謂
ひ
、
』以
は
滋氾
瞼
の
分
配

ε
謂
…ふ
が
如
き
㎝観

念
は
、
人
類
本
然

の
性
質

の
反
映
に
し
て
、
其
淵
源
は

遠
一
人
類
耐
會
獲
生
の
時
に
起
り
、
肚
會
の
存
在

ご
相

伴

ふ
ざ
稠
す

る
も
決
し
て
過
言

に
非
ざ
る
可
し
。
さ
れ

ば
幼
稚
な
り
蓬
錐
も
此
の
パ

レ
ス
ータ
イ
ソ
に
於
て
行
は

れ
た
り
し
瞳
商
の
規
約
に
表
現
せ
ら
れ
し
保
険
射
精
紳

は
、
其
の
後
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
存
在
し
、
次
第

第
十
三
巻

〔第
二
號

=
二
七
)

二
八

一



■

、

雑

録

家
畜
保
隙
に
就
て
〔
二
、
完
)

に
畿
達

し
て
遂
に
第
十
二
世
紀
に
至
り
て
、
新
生
面
を

の

開
く
に
至
れ
b
。

即
ち
鯨

ふ
る
所

に
依
れ
ば
第
十
二
世
紀
の
頃
、
北
欧

の

一
孤
島

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

(
室
彗
昏
)
に
フ
レ
ツ
ブ
ス

〔
=
「の℃
陽

)
ε
謂
ふ

一
の
團
鴨
存
在
せ
り
。
そ
の
事
蹟

稍

々
明
瞭
を
鉄
ぐ

ε
雌
も
、
特
立
せ
る
財
政
を
有
し
家

畜
の
生
命
保
険
及
び
火
災
保
険
を
瞥
む
を
以
て
組
合
の

目
的
ε
成
し
、
組
合
員
に
し
て
獣
疫
の
爲
め
に
飼
養
家

畜
の
四
分

一
以
上
を
喪
失
せ
る
時
は
組
合
は
そ
の
損
害

の
孚
額
を
負
捨
辨
償
す
る
の
規
定
な
り
き
。
而
し
て
組

合
員
は
之
に
劃
し
て

一
ケ
年
に
保
険
金
額
の
百
分
の
六

を
保
険
料
ε
し
て
組
合
に
佛
込
む
可
き
義
務
あ
り
。
若

し
獲
生
し
た
る
損
害
の
額
多
大
に
し
て
、
組
合
の
質
権

に
超
過
し
た
る
場
合
に
は
、
賠
償
金
額
は
組
合
の
負
擢

し
得
可
き
金
額
に
迄
之
を
低
減
す

る
も
の
ご
す
。
此

の

簡
軍
な
る
家
畜
保
険
の
制
度
は
、
絶
海
の
孤
島
よ
り
當

.

時
牛
疫
の
傳
播

に
よ
り
て

一
世
を
震
餓
せ
し
大
陸
に
傳

は
り
、
殊

に
先
づ
丁
抹
に
行
れ
て
、
更

に
掴獅
逸

に
傳
は

り
、

一
七
九
九
年
に
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
地
方
に
行
は
る
る

に
至
れ
り
。
又
和
蘭

の
村
落
家
畜
保
険
法
も
其
制
定
頗

第

十
三
巻

(第

二
號

一
三
八
)
.

一
.一八
二

る
古

く
、

之
に
則
b

て
組
織

し
た
る
村
落

保
険
も
猫
逸

ラ
イ

ン
地

方
に
起

り
、
爾
後
漸
次
其

の
四
隣

に
行

は

る

り

』
に
至
れ
り
。

斯
く
て
爾
來
欧
洲
の
中
部
に
設
け
ら

れ
た
る
多
数
の

ギ
ル
ド

〔O
旨
e

の
中
に
は
他

の
保
険
ご
兼
ね
て
組

合
員

の
爲
め
に
家
畜
の
死
傷
に
基
く
損
害
の
塩
補
を
爲

せ
る
も
の
多
か
り
し
が
、
特

に
著

る
し
一
吾
人
の
注
意

を
惹
く
も
の
は
、

一
五
五
⊥ハ
年
西
班
牙
に
制
定
せ
ら
れ

た
る
保
険
.條
令
に
し
て
、
其
中

に
は
海
上
楡
逡
中
の
家

畜
及

び
奴
隷
が
死
傷
せ
る
場
合
に
は
賠
償
を
與
ふ
可
き

旨
を
制
定
せ
る
特
.別
條
項
あ
り
。
之
に
次
で
注
意
す
可

き
は

一
七

一
〇
年
倫
敦

に
設
立
せ
ら
れ
た
る
馬
匹
保
険

事
業
に
し
て
、
這

は
馬
匹
が
死
亡
し
.承
は
霜
取
せ
ら
れ

ヌ
は
不
具
癈
疾
ε
成
り
た
る
場
合
に
は
所
有
者
に
賠
償
.

を
與

ふ
る
を
以
て
目
的
ε
せ
る
も
の
な
り
。

こ
の
事
業

は
量
ハ歪
な
る
保
険
}事
業
の
形
態
を
.具
備
せ
る
に
も
拘
は

ら
す
幾
も
な
く
し
て
廃
業
す
る
の
已
む
無
ぎ
に
至
れ
る

は
惜
し
む
可
き
事
な
b
。
猫
逸
に
て
は

一
七
二
〇
年
に

於
て

ハ
ン
ブ

ル
グ

の
家
畜
保
険
者
の
獲
せ
る
保
険
證
券

今
に
到
る
も
街
ほ
残
存
す
ε
云
ふ
。
就
て
其
の
内
容
を

6)AlfredManes,Versi⊂herungswesen.S・380・Vichversicherung壱47・Einleitung
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■

検
す

る
に
、
家
畜
の
死
傷
疾
病
及
び
盗
難
に
謝
し
賠
償

を
約
す

る
も
の
に
し
て
、
藪
名

の
保
険
者
連
署
し
て
責

を
分

つ
を
見
る
。
之
を
以
て
共
同
保
険
の
制
既
に
行
は

れ
居
た
る
を
知
る
可
き
な
り
。

第
十
八
世
紀
の
中
葉
以
降
獣
疫
持
に
牛
疫

(
空
乱
0
7

℃
①mじ

の
蔓
.延
流
行
は
駄
州
大
陸
諸
国
の
畜
産
界

に
激

甚
な
る
惨
害
を
齎
ら
し
、

一
七
四
〇
年
以
降
僅

か
に
十

ケ
年
間

に
難
生
の
敷
實

に
一二
〇
〇
萬
頭
に
達
し
喝
殊
に

丁
抹
及
其
附
近
最
も
甚
だ
し
く
、
丁
抹
の
み
に
て

一
七

四
五
年
よ
り

一
七
五

↓
年

に
至
る
七
年
間
に
生
牛
二
〇

〇
萬
頭
を
喪
失
せ
り
ε
云
ふ
。
猖
獗
斯
の
如
き
災
厄
に

謝
し
て
は
瞥
利
を
目
的

ご
し
限
あ
る
資
本
を
以
て
瞥
業

す

る
保
除
者

の
到
底
負
推

に
堪

え
得
ざ
る
所
な
る
を
以

て
、
燭
逸
各
聯
邦

の
君
長
は
十
八
世
紀
の
後
年
に
家
畜

傳
染
病
豫
防
法
及
び
之
に
附
帯
し
た
る
賠
償
法
並

に
家

畜
保
除
法
を
其
の
領
域
内

に
施
行
し
、
殊
に
常
時
普
魯
.

西
に
君
臨
せ
し
フ
レ
デ
リ
ッ
キ
大
王
は
國
家
的
事
業
ご

し
て
牛
疫
を
撲
滅
し
、
其
救
済
を
圖
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ

る
を
畳
b
、

一
七
六
五
年
+

一
月
二
十
四
日
丁
抹

に
接

し
て
獣
疫
最
も
甚
だ
し
か
b
し

ン
ユ
レ
.ジ
ア
州

(勺
「?

雑

録

家
畜
保
隙

に
就
て
(
二
、
完
)

<
『
N
oり
。ゲ
『
の
げ
巳

に
先

づ
法
令
を
布

き
、
州
鹿

の
事
業

.

こ
し
て
家
畜
保
険

を
創

設

し
、
之

を
家
畜

飼
養
者

に
強

制
す

る
の
制
を
探

b
て
、
當
時
漸

く
盛
な

ら

ん

ε

せ

し
牛
疫

に
よ

る
損

害
を
全
国

に
李
均

せ
し

め
ん
ご
謀
り

次
で

一
七

八
二
年

に
は
東

フ
リ
ー

ス
ラ

ソ
ド

〔○
い年
陶o

・。[雪
3

に
、

一
八
〇
二
年

に
は

チ

ユ
ー
リ

ソ
ゲ

ソ
に
同

様

の
制

を
布

き
π
b
。

斯
く

の
如

き
は
盲

管

の
保
険

ε

し
て
必
ず

し
も
最

初

の
例

に
非
ざ

る
可
し

ご
難
も

、
蓋

し
強
制
保
険

の
先

駆
だ

る
を
失

は
ざ

る
な
り
。
其

の
方

法

の

一
端

を
記
せ
ば
、
被
保
険
者

た

る
可
き
者
は
毎
年

、一
定
時

に
於

て
法
律

の
規
定
す

る
所

に
從

ひ
、
自
己

ε

家
畜

ε
の
關
係

、
例

へ
ば
所

有
者

た

る
や
保
管
者
　た
る

や
叉
は
債

権
者

π

る
や

の
事

項
、
及

び
其

の
家
畜

の
年

齢

、
種
類

、
敷

等
を
州

廃

に
申
告
す

可
き
も

の
ε
し
.

之

を
怠

る
者

に
は
罰
金
を
課
す

る
外

、
當
局
者
は
認

定

に
依
り

て
其

の
保

険
料
を
徴

し
、
損

害
簇

生

に
當

り
て

は
其

の
貴
信

を
検

し

て
支
彿

ふ
可
き
保
険

金
額
を
定
む

る
も

の
な
り
。
死

傷

の
原
因

ε
し
て
は
疾

病

は
勿
論

、

奇
災
、
火
災

、落
雷
E

西
由
ず

る
も
の
を
総

て
包
括
す

れ

こ

も
、
左

の
場
合

に
該

當
す

る
時

は
除
外
例

ε
し
て
賠

第
十
三
巻
.

(第
二
號

=
二
九
)

二
八
三

8)

9)
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雑

録

家
畜
保
隙

に
就
て
(
二
、
完
)

償

を

爲

さ

貰

る

を

通

常

ご

す

。

↓
地
震
・
火
災

、
洪
水
、
職
事
、
攣
臥
、
鐵
遣
事
故

、
及
苛
酷
な

ろ
使

ぐ
役
・
不
注
意
な
る
飼
養
等
級
係
除
者

の
重
大
な
る
失
行

に
依
吋
て
生
じ
た

。
竪

、

二
家
畜
の
生
命
毎
保
全
す
ろ
趣
意
に
非
ざ
ゐ
手
術
の
結
果
惹
起
し
直
る

猟
書
(例
へ
ば
去
勢
羊
毛
苅
除
等
の
.如
し
)

蜀
被
保
隙
者
が
他
の
保
隙
音
叉
は
加
害
者
の
賠
償
、
國
家
の
下
附
金
等

に
依
り
損
害
々
冤
か
れ
得
た
ろ
場
合
。

剛
契
約
後
或

一定
期
間
〔十
五
日
以
上
一
ケ
月
以
下
葎
通
常
ミ
す
)な
纒

過
ぜ
ざ
ろ
中
に
起
れ
る
損
害
。

か
く

て
後
、
家
畜
保
険

は
釜

々
、

和
蘭
其

他
の
諸
国

に
行
は

る
Σ

に
及

び
、
或

は
官

業

ε
し
て
或

は
宇
宿

学

風

の
事
業

ご
し
て
至

る
庭

に
家
畜

保
険
事
業

の
盛

大
な

る
を
見

る
に
至

れ
り
。

十
九
世
紀

に
入
り
て
此

の
事
業

は
更

に

一
段

の
獲
蓬

を
見
た
り
。
即

ち
従

来
極
め

て
原

始
的

の
基
礎

の
上

に
立
ち

て
行

は
れ
た
り
し
地

方
的
家

畜
保
険
組
合

は
此

の
世

紀

の
初

め
に
於
て
愈

々
整

備

し

農
業
者
は
曲
目憩
一面
H
に
於
け

る

ス
タ

イ
ン

ハ
ー
デ

ソ
ベ

ル

グ
法
案

{
Qり
陣缶
〒
=
㊤
a
2
σ
雪
げq
鶉
冨

Ω
窃
簿
N
σq
。げ
口縄

)

或

は
他

の
団

々
に
於

け
る
類

似

の
法
規

に
依

り
て
次
第

に
其

の
組
合

の
完

成
を
期
す

る
事
を

得
た
り
。
斯

く
し

第
十
三
巻

(第

二
號

}
四

〇
)

二
八
四

て
私
立

の
村

」落
家
畜
保
険
組

合
は
各
地

に
起

り
、
,先

づ

普
魯

西

に
は
リ
キ

ぜ
ソ

(空
売
こ

氏

に
依
り
て
村
落

家
畜

保
険
創
始

せ
ら

れ
ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
ー

レ
ン
に
於

て

は

フ
リ
ー
ド

ソ
ヒ
伯

に
依
り

て

】
八
三
六
年
三
月

村
落

家
畜

保
険
組
合
創

立
せ
ら
れ
、

ラ
イ

ン
州

に
於
て
は

一

八
○
,○
年

の
頃
此

法
既

に
行

は
れ

し
が
ザ

ク
ゼ
ソ
に
於

て
は

パ
リ

シ
ウ

ス
氏

(霊

境醒
話
)
に
依
り

て
畜
生

保
険

組
合

法
案
作
成

せ
ら
れ

て
實
施

せ
ひ

る

・
に
至
り

、
斯

ぐ
し

て

　
八
八

六
年
.普

國
政
府

の
調

査
に
依

れ
ば
全
國

内

の
村
落
家
畜
保
険
組

合

の
微

は
四

八
七
五

個
、
組
合

員
合
計
五

=

孟

九
名

、
被

保
険

動
物
は

一
、
四

五
六
、

}
八
九
頭
に
及
び
馬
、
牛
、
豚
、
羊
を
以
て
主
な

る
も
の

亡
し
其
の
保
険
金
額
は
合
計

一
億
七
千
七
百
九
十
七
萬

五
千
百
七
†
ニ

マ
ル
ク
に
達
し

一
九
〇
〇
年
に
は
猫
逸

全
国

の
家
立
田
保
険
組
合
は
既
に
七
千
を
超

ゆ
る
に
到
れ

塒

b
`
云
ふ
。

凋
逸

に
於
け
.る
村
落
家
畜
保
険
組
合
の
嶽
達
士
最
も

興
膿

め
る
は
バ
ー
ゲ

ン
侯
國
に
於
け
る
.事
實
な
り
。
即

ち

一
八
.
一
九
年
設
立
せ
ら
れ
た

る
農
會
は
斯
業
の
議
達

に
最
も
力
を
書
く
し
至
大
な
る
貢
献
を
齎
せ
り
。

一
八

'o)'騰 鼎 職 溜 鵯 鶴詑器譜 離 職 囎 潔 叢 茎猛a葛1鷲

、、〉瑠 麟 、舘 「櫨 、朧;曝 翻 惣'38。灘 、
KarlBramer,DasVersicherungsweヨen.1894.S.343-344・12)Hermannu.

13)Manes,VersicherungswesenS.381.



六
三
年
村
落
家
畜
保
険
組
合
準
則
を
獲
布
せ
し
以
來
組

合

の
敷
は
大
に
増
加
七
真
数
四
九
七
、
組
合
員
激
四
八

○
○
名
被
保
険
物
十
四
萬
頭

に
及
び
、
國
の

一
部
な
る
.

レ
ー
ル
ラ
ッ

ハ
に
於
て
は

一
八
山
ハ
八
年
始
め
て
郡
内

の

各
村
落
保
険
組
合
を
聯
合
し
て

一
の
中
央
保
陰
部
を
設

け
以
て
再
保
険
の
新
法
を
施
行
せ
し
め
た
り
。
蓋
し
各

村
落
に
居
住
せ
し
畜
生
相
聯
合
し
て

一
の
村
落
保
険
組

　

合
を
組
織
す

る
が
如
く
、
郡
内

の
各
組
合
更
に
團
結
し

て

一
の
中
央
家
畜
保
険
部
を
設
け
相
互
救
済
の
士
⊥義
を

披
張
せ
ば
其

の
利
益
の
人
な
る
や
固
よ
り
云
ふ
を
俟
た

ざ
れ
ば
な
b
。
而
し
て
當
該
中
央
保
険
部
は
再
保
険
を

以
て
共

の
事
務
ε
し
、
各
村
落
組
合

に
饗
し
て
負
措
す

可
き
責
任
は
、

一
組
合
が
非
常

に
人
な
る
損
害
を
蒙
り

て
支
出
す

べ
き
賠
償
金
額
が

一
定
限
を
超
過
し
た
る
場

合

に
於
て
の
み
生
す

る
も
の
ε
し
、
之
が
爲
め
に
要
す

る
基
本
金
及
び
経
費
は
各
組
合

に
於
て
負
撚
す
る
の
制

を
探
り
た
り
。
此

に
於
て
か
村
落
家
畜
保
険
法
に

一
新

生
面
を
開
き
、
其
革
新
を
促
す

の
動
機
成
り
好
結
果
を

得
π
b
。
爾
来
濁
逸
聯
邦
政
府
よ
り
貸
與
若
く
は
補
助

を
與
ふ
る
村
落
家
畜
保
険
費
は
傘
ね
斯
く
の
如
き
中
央

雑

線

家
畜
保
隙
ド
就
て
(二
、完
)

保
険
部

に
下
附
す

る
を
通
常

ε
し
、
村
落

組
合
が
私
立

會
肚

に
対
抗

し
て
最
も
確
實

健
塗

な

る
進

歩
鞍
達

を
な

せ
る
原
因

ご
成

り
し
な
り
。

而
し
て
後
千
八
百
九
十
年

に
至
り
⊥
八
月
二
十

⊥
八
日

の
法

律
を
以

て
公
立
家
畜
保
険

の
制
も
實

施
せ
ら

る

、
に
至
れ
b
。

バ
イ

エ
ル
ン
王
国

に
於

て
も
地

方
的
組
合

は
夙

に
獲

蓬

じ
、

一
八
九
四
年

に
於

て
は
真
数
五
四

二

に
及

び
し

が
、
此
等

の
財
政
的
基
礎

を
確
實
な
ら

し
む

る
爲

め
之
.

を
統

「
す

る
の
必
要

な
り

し
て
、
内

務
省

に
於
て
は
家

畜

保
険
法
案

を
起
草

し
、
.
一
八
九
五

年
王
國
議
會

の
下

院

に
於

て
之
を
討
議

せ
り
q
其

の
法
案

の
要
領
を
掲
ぐ

れ
ば
。

、=

相
互
組
織
に
依
る
公
立
家
畜
保
隙
厭
な
設
観
し
其
の
事
務
な
王
国

保
隙
局
に
委
任
す
。

二
、
畜
生
及
山
羊
の
状
態
に
曲
り
止
む
為
得
ざ
ろ
の
屠
殺
二
り
生
ず
る

損
害
に
謝
し
て
保
隙
た
行
ふ
為
目
的
ε
す
。

三
・
保
隙
所
は
其
の
役
員
會
に
於
て
定
め
た
ろ
公
定
定
欺
た
採
用
し
、

任
意
に
加
入
な
申
込
み
た
ろ
地
方
家
畜
保
隙
組
合
よ
り
成
う
し

四
・
地
方
家
畜
保
険
組
合
ば
任
意
的
相
互
保
険
に
し
て
其
組
織
及
び
敬

保
隙
者
ご
の
關
係
は
公
定
定
歓
の
規
定
ド
櫨
ろ
。

五
「
保
隙
所
は
地
方
組
合
が
公
定
定
欺
の
規
定
に
從
ひ
て
支
辨
ふ
可
き

第
三
†
巻

(第
二
號

一
四

一
)

二
八
五

圃



F

雑

録

家
畜
保
険
に
既
て
(
二
、完
)

.

填
補
金
額
の
傘
額
な
貝
捲
し
、
藁
縄
費
11
他
に
財
源
無
毒
場
合
に
限

り
保
険
金
額
の
比
例
な
以
て
之
な
各
地
方
組
合
に
賦
課
し
て
微
牧
ゴ

六
、
国
家
に
毎
華
保
隙
所
の
経
餐
の
一
部
為
償
は
℃
む
乃
爲
め
に
補
助

金
葎
附
興
す
。

此

の
法
案

は
翌

年
即

ち

一
八
九
六

年
五
月

に
法
律

ε

成
り
同
年
十

}
月

【
日
よ

自
費
施

せ
ら

れ
、
其

の
成
果
、

頗

る
夏
仔
な
り

し
か
ば
.
王
國
政
府

は
叉
馬

匹
保

険
設

置

の
企
豊

を
試

み
、
二

九

〇
〇
年
四
月
馬

匹
保
険

法
を

頚

有

し
た
り
っ

之
れ

に
依
れ
ば
地

方

の
馬

匹
保
険

組
合

を
結
合

し
、
相
互

自
由

加
入
主

義

に
基

き
官

吏
を

し
て

中

央

の
事
務

を
行

は
し
む

る
等

凡

て
前
記
家
畜
保

険

に

於
け

る
ε
同

一
な

り
。

樹

ほ

エ
ル
ナ

ス

・
ロ
ー
ト
リ

ン

ゲ

ソ
に
於

て
は

一
八
九

六
年
各
地

公

立
家
畜

保
険

組
合

の
国
家
的
聯
合
を
行

ひ
、
更

に

一
へ
九

八
年

　
ー
ダ
ー

エ
ス
ヲ
イ

ヒ
に
て
は
議

曾

の
決
議

ご
濁
逸
皇

帝
の
裁
可

を
経

て
國
立
畜
生
保
険

局

の
設

遣
を
見
、
ザ

ク
ぜ

ソ
國

に
於

て
も
同
年
六
月

二
日

の
法
律

を
以

て
國

立
居

畜
保

険
所

を
設
け
、
生

後
三

ヶ
月
以
上

の
牛
豚

に
謝
し

て
は

屠

殺
後

の
損
害
を
保
険

し
、
国
庫
は
経

費

の
全
部

`
支
.

拙
保
険
金
額

の
百

分

の
こ
十

五
を
補

助
し
、
叉
必

要
な

る
資

金
を
供
給

せ
り
。

第
十
三
巻

(第

二
號

[
四

二
}

二
八
六

か
ぐ

の
如

く
濁
逸

に
於
け

る
家
畜
組
合

は
次
第

に
人

な

る
獲
達

を
な
す

に
至
り

花
れ
ざ
も

、
人

な

る
智

利
會

肚

ご
し
て
大
規
模

に
瞥
業
す

る
も

の
は

極

め
て
少

く
、

多

一
に
小
規
模
な

る
相

互
會
肚

に
し
て
、
更

に
多

く
は

前
述

の
如

き
軍

に

　
郡

一
村
内

の
有
志
相
團
結

し
て
形
.

成

せ

る
地

方
的

小
組
合

蘇
り
。
蓋
し
農
業

叉
は
家
畜

保

険

の
如

き
事
業

を
経
管
す

る
に
當
り

て
は
中
央
集

権
的

大
規
模

の
鞍
業
會
肚

に
於

て
は
、
往

々
保
険
業

の
基
礎

ε
も
稠
す

可

き
正
確

な
る
統

計

の
蒐

集

に
容
易
な
ら

ざ

る
ε
、
.事
業
管
理

の
周
到

で
監
視

の
普
及

ご
を
期

し
難

き
に
加
ふ

る
に
人
爲
的
危
険

に
侵
害

せ
ら

る

、
事

少
か

ら

ざ

る
が
故

に
或

は
破
綻

し
或
は
倒

産
す

る
等
其
實

例

に
乏

し
か
ち
ざ
れ
ば

な
り
。

例

へ
ば
夫

の
凋
逸

に
於
け
.

る
保
険
界

の
先
毘

者

こ
し
て
有
名
な

る

マ

シ

ウ

ス

氏

(竃
田
富

)
の
計
書

に
係

る
濁
逸

家
畜

保
険
會
肚

(H】
Φ

≦
。牙

「。「し・一∩冨
コ
〔養

し・琶
し・邑

肺
穿

∪
2
野

三
国
a

N=
門
。
-

ぢ
N薦
)

の
如

き
、
其

の
規
模

の
宏

大
な

る
黙

ご
其

の
縄

螢
者

の
學

殖
め

る
黙

ご
に
於

て
、
當

時
多
大

の
聲
望

ご

豫
期

ε
を

以

て
生

れ
た
る
も

の
な
る

に
拘

は
ら
す

、
千

人
百
三

十
三
年

に

ラ
イ
ブ
.チ
ツ

ヒ
に
創
立

せ
ら
れ

て
よ

「

閂



1

り
後
僅
か
に
八
年

に
し
て
早
く
も
廃
業
す
る
の
已
む
な

恥

き
に
到

れ
b

ρ

マ
シ
ウ

ス
氏

は
此

の
原
因
を
次

の
諸
難

に
締

し
た

り
。

「

ラ
「
政
府
四か
御
冠

の
事
業
に
保
護

炬
凱
ハ
へ
ぎ
り
」
帝計
。

X二
加
入
畜
生
が
獣
疫
流
行
地
に
多
か
り
し
事
。

X三
段
保
隙
家
畜

の
偵
格
空

撮

憎
減
た
知

る
に
困
難

な
り
し
事
。

X四
保
隙
料
螂
込
の
遅
滞
。

X五
危
険
の
豫
算
軽
少
に
失
し
て
家
畜
蜷
死
多
甚
地
方
11
加
入
者
増
加
し

(
之
に
反
す
る
地
方
11
次
第
に
解
約
退
肚
し
て
益
々
會
瓶
の
損
失
な
増

大
ぜ
し
事
。

ラ六
會
[紅
の
代
理
者
宜
し
斗
㌧か
得
ず
信
用
な
害
し
た
ろ
事
。

X七
保
険
の
訣
用
即
ち
殺
意
叉
は
不
注
意
の
過
美
為
ロ
賢
ε
し
て
保
隙
契

(
約
為
破
棄
し
會
融
が
損
害
な
賠
償
ぜ
ざ
嚇
し
事

抑

も
保
険

匠
域

を
大
な
ら

し

め
、

一
村

一
部

に
限

局

せ
す

し
て
全

國
の
家
畜
保

険

を
総
括

的

に
燐

む
は
、
火
.

災

、
生
命
等

の
保

険

に
あ

り
て
は
、
最
も
適
當
な

る
経

管

方
法

に
し

て
、
理
論
上
聞
然
す

る
所
無
き

に
拘
は

ら

す

、
家
畜
保

険

に
あ
り

て
は
大
保
険

會
.砒

が
倒
産

の
悲

運
に
昭
b
た

る
も

の
、
前

記
の

一
會

肚

に
止

ま
ら
す

-

街

多
敷
之
れ

あ
り
し
は
、
家
畜

保
険
た

る
も

の
は
他

の

雑

録

家
畜
保
阪
に
観
て
(
二
、完
)

雹
害
火
災
叉
は
生
命
保
険
事
業
等
ε
は
全
然
其
趣
き
を

異
に
し
、
周
到
な
る
監
督
機
關
ざ
纏
業
機
關

ざ
し
て
篤

實
熱
誠
な
る
地
方
獣
讐
を
代
理
者
ε
す

る
に
非
ざ
れ
ば

到
底
良
好
な
る
結
果
を
牧
め
難
き
が
矯
め
な
b
。
蓋
し

被
保
険
物
ε
し
て
の
家
畜
は
、
他
の
物
ご
異
り

一
方
に

於
て
は
成
長
叉
は
肥
大
に
俘

ひ
次
第

に
債
格

の
増
加
を

来
す
ε
共
に
他
方

に
於
て
は
老
衰
叉
は
使
役
.の
矯
め
.に

儂
幣
の
減
少
を
冤

か
れ
す
。
又̀
被
保
険
家
畜

ざ
否
ら
ざ

る
も
の
ε
の
鑑
別
至
難
に
し
て
其
損
害
の
大
小
を
評
慣

す

る
に
當
り
て
、
膏

に
疾
病
又
は
死
亡
に
依
り
て
生
じ

セ
る
損
害
の
み
な
ら
ず
李
素
の
飼
養
叉
は
使
役
に
際
し

、て
、
所
右
…音
叉
は
僧官
理
者
が
如
何
な

る
程
一度
の
注
意
を

奥

へ
居

る
か
を
測
卸
す

る
を
要
す
る
に
、
之
は
甚
だ
難

き
所
陀
る
の
み
な
ら
す
、
畜
生
は
牽
ね
自
ら
危
険
あ
り

ざ
認
め
た
る
場
A
口
に
非

ざ
れ
ば
其
家
畜
を
保
険
に
附
す

る
事
無
く
、
年
素

の
飼
育
管
理
を
等
閑

に
附
し
て
使
役

上
周
到
な
る
注
意
を
加

へ
ざ
る
事
多
き
が
故

に
會
肚
は

琢
定
せ
る
保
険
料

に
て
は
不
足
を
生
じ
、
瞥
業
上
の
利

益
を
減
殺
す

る
場
合
多
し
。
其
れ
ε
共

に
被
保
険
者
も

亦
各
自
の
負
推
す
可
き
保
険
料
漸
や
く
増
大
し
て
、
其

第
+
三
巻

〔第

二
號

一
四

三
)

二
八
七
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1

難

錐

家
畜
保
隙
に
就
て
(
二
、完
)

結
果
は
遂
に
會
肚
自
ら
破
産
す

る
か
叉
は
畜
生
を
追
及

し
て
過
大
な
る
負
婚
を
徴
す
る
に
至
る
の
外
な
く
、
從

っ
て
斯
業
に
劉
す

る
世
人
の
信
用
次
第
.に
薄
ら
ぎ
、
爲

め
に
常
談
會
肚
は
益
々
不
振

の
窮
境
に
立

つ
に
到

る
こ

ε
多

き
な
り
。
此
に
於
て
か
地
方
的
匠
域
を
小
局
限
に

止
め
、
村
落
組
合
を
聯
合
し
て

【
會
肚
を
組
織
し
、
以

て
曾
肚
事
業
の
鮫
黙
を
補

ひ
、
被
保
険
動
物
「の
監
督
を

容
易
な
ら
し
む
可
き
計
叢

の
下
に
敷
個
の
會
肚
設
立
せ

ら
れ
し
も
此
等
も
亦
遂
に
頁
好
な
る
結
果
を
得
る
能
は

ざ
り
き
。

撚
り
ξ
錐
も

一
八
四
九
年
に
至
り
濁
逸
家
畜
保
険
史

上
に

一
新
紀
元
を
劃
し
て
、
比
年
始
め
て

一
曹
耐
の
設

立
を
見
、
爾
來
引
き
続
き
他
の
會
耐
の
出
現
を
促
す

に

至
れ
り
。
暴
れ
従
来
上
述

の
如
き
幾
多

の
峡
黙
に
鑑
み

て
大

い
に
其

の
改
善
に
考
慮
し
、
又
組
織
を
改

め
て
多

く
は
相
互
組
織
ご
成
せ
し
が
故

に
、
人
心
亦
自
ら
之
に

信
頼
す
る
の
傾
向
を
生
じ
、
漸
や
く
に
し
て
健
至
な
る

獲
達

の
基
礎
を
作
る
.に
至
れ
り
。
而
し
て
此
の
最
初
の

大
會
肚
は

ス
パ
イ

エ
ル
市

に
設
け
ら
れ
た
る
ペ
ル
チ

ッ

シ
ュ
家
畜
保
瞼
會
肚

(団
墜
N一。。9
興

≦
。
署
①
臣
…6冨
『巨
丙

第

十
三
巻
.

(第

二
號

一
四
四
)

二
八
八

撃
2
Φ幽P

曽

u〔
℃
Φ鴇
「■)

ε
謂

ふ
も

の
即
ち
足

れ
な

り
。

此

の
此
會
肚

の
設

立
後
次
第

に
大
會
　肛
の
設

立
を
見

、

そ

の
當
時

よ
b
現

今

に
至

る
迄
引
続

き
隆

盛
な

も

の

一
一十
⊥
ハ
引肛
め
り
。

此
等
諸
會

肚

は
現
在
保
険
契
約
高

凡
て
萱
千
萬
馬
克

を
超

ゆ
る
も

の
に
し
て
、
千
九

百
六

年

の
調
査

に
依

れ

ば

二
十
⊥
ハ
肚

の
総

計
に

て
二
億
千

四
百
萬

馬
克
な
り

し

も

の
、
千
九
百
十
年

に
は
七
億
⊥
ハ
千
八
百
三
十
萬
馬
克

・を
超

え
、

一
年
間

の
保
険
料

及
手
敷

料
牧
入

の
み

に
て

瑚

一
千
七
百
十
九
萬
三
千
七
百
九
十
馬
克
に
達
せ
り
。
而

も

一
九

一
〇
年
を
土
あ
る
車
借
『
か
に

一
年
欧
洲
大
㎝戦
の
將

に
開
始
せ
ら

れ
ん
ε
す

る
前

々
布

一
九

一
一
年
に
於
て

は
、
年
末
現
在
契
約
高
合
計
八
億

一
千
七
百
二
十
五
萬

七
千
萬
馬
克
に
し
て
、
前
年
度
に
比
し
て
増
額
實

に
四

千
八
百
九
.十
三
萬
四
千
馬
克

に
及
び
共
の
陵
達
の
如
何

に
著

大
な
る
か
を
知

る
事
を
得
可
き
な
b
。

今
各
會
肚
事
業
獲
展

の
跡
を
統
計
表

に
就
て
考
ふ
れ

ば
次
の
如
し
。

15)

16)
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雑

録

家
畜
保
険

に
就
て
〔二
、
完
)

べ

〃

ソ

ス

タ
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ト

ガ

ル
ト
馬
匹

ト

サ

ー

レ

ウ

エ
ル
チ

エ
ル
ネ

ー

ル

ブ

リ

グ

ニ

ツ

ソ

ツ

ア

イ

ッ

エ

ル

合

計

シ

ユ

パ

イ

ェ

ル

ス

タ

ツ

ト

が

ル
.
ト

ト

リ

ー

レ

ウ

エ

〃

ツ

エ

ン

ウ

イ

テ

ン
プ

ル

グ

ソ

ア

イ

ツ

天
署

ズ
藍

ズ
(五

ズ
七
二

犬
合

】
(
六
〇

三
、
圏

四

.
(
・入
党

就
、
三
四
「「

=
ハ
、
三
　三

一
δ

ロ
ニ

】至

二
八

(
一
腹

二
五
七

以
上
は
主
ε
し
て
凋
逸

に
於
け

る
事
跡
に
就

い
て
地

べ
た
る
も
の
な
る
が
、
翻

っ
て
英
国
に
於
け
る
沿
革
を

.

見

る
に

「
七

一
〇
年
初
め
て
倫
敦

に
馬
匹
保
険
事
業
放

置
せ
ら

れ
て
、
馬
匹
疾
病
の
爲
め
に
翳

れ
、
或
ば
綱
取

叉
は
使
用

に
堪
え
ざ
る
に
至
れ
る
時

に
は
、
所
有
者

に

賠
償
を
與
ふ
る
を
以
て
目
的
ご
せ
し
が
、
此
曾
祉
も
常

時
濁
逸

に
於
け
る
他
の
多
く
の
會
耽
ε
運
命
を
同
う
し

て
廃
業
の
已
む
無
き
に
至
り
し
が
、
十
八
世
紀
の
終
よ

り
十
九
世
紀

の
年
頃
に
至
る
迄
所

々
に
無
数
の
相
互
家

主
田
保
険
組
合
成
立
せ
b
。
而
も
其
の
規
摸
に
大
小
の
差

.

違

あ
れ
共
、
元
來
牛
乳
屋
の
牡
牛

ク
ラ
ブ
の
如
き
軍
純

な
る
組
合
に
過
ぎ
す

し
て
法
律
上

の
規
約
を
設
け
た
る

も
の
に
非
す
、
只
相
互
に
多
少
の
出
資
を
爲
す
に
止
ま

れ
る
が
故

に
、

↓,朝
大
災
厄

に
遭
遇

せ
ん
か
直
ち
に
琵

第

+
三
奮

(第

二
號

一
四
六
)

二
九
.0

三

(
昌

(
コ
竪

四
、≦

概

蓋
、
茜
O

<
<
聞

H一
、
(
天

美

八
、
昌
一三

一「
、
八
四
(

ゼ
屋

三

関
乗
替

一四
、　釜く

兄

二
、六夫

ぎ

六
、(
冠

二
、へ
暦

{ハ
、突

旦

四
、0
〈
八

六
、萱

(

六
「石

一、製

岨

茜

養
四
倉

一…読
8

き

茜

一
蓋
魑

智【⊃登
八

朔く
菖

(
兄

藍

、〈九
八

一
、
棊
.
』

「「
-
碧
.
一

　
、
麹

(

盗

O

晃

δ

晶
一

撰
す

る
を
常
ε
せ
b
。
而
し
て

一
八
四
四
年
に
農
牧
家

畜
保
険
會
肚
起
り
、

　
入
五
三
年
迄
繧
き
し
が
殆
ん
ご

破
産
の
態
に
て
解
散

せ
り
。

一
八
四
五
年
に
は
農
民
家
畜
保
険
會
祉
起
り
、
暫
時

に
し
て
大
に
繁
盛

に
赴
き
、
近
傍
な
る
数
多
の
家
畜
保

険
會
肚
を
併
合
し
、
並
に
敬
語

ク
ラ
ブ
の
類
を
倒

し
た

り
。

一
入
五

一
年
に
於
け
る
同
肚
の
保
険
料
を
示
せ
ば

左
の
如
し
。

牛
(」
ケ
年
間
保
阪
金
一傍
に
付
)

乳
牛
七
峯

食
牛

六
片

幼
年
義

以
下
ご
志

幼
牛
(撫

)

光
暈

些

牌

構
)
惹

牡
牛
(鍛

什
)
】志
三
片

嗣
牛

二
志
以
上
(甥

響

垂

攣

七
片

馬

〔
一
ケ
年
間
保
険
金

一
傍
に
付
)

農

馬
(肝
湧
以
下
)

七
片
半

農

馬
(
僧
傍

以
上
)

九
岸

L

『
.



馬
京
島

〔計
傍
以
下
)

九

庶斤

馬
車
馬

(片
傍
以
上
罵

一
志

種

・

-

・

離

誰

・
工

曇

-
・下

丸
井

競
馬
、
猟
馬
、
車
馬
等
ば
假
格
及
危
槍

の
程
度

に
躍
じ
二
志
以
下
に
て
各

差
あ
り
。

此
外
業

、
豚

、
兎
、
犬
の
類

を
も
保
隙

す
。

乳

牛
は

一
年
の
中
に
て
明
に
偵
絡
な
異

に
す
ろ
も
の
な
う
が
故
に
、
之
F

蜀
し
て
は
特

に
賠
僕
に
聞

す
る
規
則
か
設
σ
、

一
年
か
分
ち
て

[
月

一
日

よ
り
山八
日
〃
一二
十
日
迄
、
及
七
日
〃
】
π口
瓜
り
十
二
日
〃
三
十

一
目口
迄

の
二
期
ε

し
、
前
期
間

に
於

て
乳
牛

の
死
亡
ぜ
る
時
に
契
約
傾
軽
の
三
分

}
た
支
柳

ふ
事
ご
ぜ
円
。

斯

C

し

て

]
八

四

五

年

以

家

鼠

業

ε

し

て

斯

業

の

獲

展

を

見

る

に
至

り

、

現
.存

の

諸

曾

就

中

特

に

著

名

な

る

は

一
八

七

四

年

の

創

立

に

繋

る
U
9
益

o
口
巴
瓦

H、「
o
〈
冒
ユ
,
.

弛

=
。
錺
。

き

匹

∩
周
壁

P

及

び

一
八

七

八

年

に

設

立

せ

・
ら

れ
だ
る

國暑

豊

艶
ご
・
篇

§

π
.H一・・舞

・・9

∩
9
・暮

・毫

の
二
肚

に

し
て
其
他
村
落

家
畜
保
.瞼
組
合

の
設

置
又
多

敷

に
上

れ
り

ξ
云
ふ
。

佛

國

に
て
は

一
八
〇
三
年

Q。
8
…蜂
邸
、
甑
、
雷
曽
「鴛
8
い
,

誌
。冒

o
ρ
莞
い

初

め
て
設

け
ら

れ

て
以
來
此
事

業

存
在

せ
し

が
、
今

に
於

て
最
も
盛

大
な

る
は

ク
ー

ロ
ン
ミ

エ

ー
に
本
撮

を
有
し
、

一
八
三

八
年

に
創
立

せ
ら

れ
た
る

幽
雑

録

家
畜
保
険
に
就
て
(二
、完
)〆

・

激

ω
0
9
Φ忠

ユ
ou
6
鼻

ぞ
讐
o
富
屋

を
推

さ

ゴ
.る
を
得

す
。
佛

國

政
府

は
牛
疫

に
罹
り
叉

は
其
傳

染
病

の
疑
あ

り
て
撲

経
一

其

程

を
命

じ
た
る
動
物

に
は
獲
病
前

の
傾
格

の
四
分
三

、

覇
.

法
律
の
成
規
に
依
れ
り
豫
防
、
接
種
を
行
ひ
其
結
果
己

婚

し
て
斃
死
し
た
る
動
物
に
は
真
塗
儂
格
を
賠
償
す
。
但

論険

し
動
物
償
格
の
二
分

一
を
を
與

ふ
る
場
合

に
於
て
は
全

保

四
百

フ
ラ
ン
其
の
四

分
三
を
與
ふ
る
場
曾

於
で
は
金

精

⊥
八
百
フ
ラ
ン
、
全
額
を
與

ふ
る
時
に
は
八
百
フ
ラ
ン
を

騨

超
過
す
る
事
を
得
す
。

醐
.

斯
く
て
佛
國
家
畜
保
険
業
は

一
八
八
四
年
三
月
二
十

,塑

一
日
遜
布
の
農
業
組
合
及
び
家
畜
保
瞼
注
に
依
り
各
村

落
豪

霜

互
綴

葉

を
着

せ
し
・
充

・
皐

既
翫
・

三
月
三
十
日
法
律
に
依
b
農
業
信
用
組
合

の

一
部
に
家

サ
鼻

畜
誘

蔭

・
・
　

、
・
聴

毎
年
二
審

・

論集

.肌

ン
の
補
助

を
與

ふ
る
事

ε
成

れ
り
。
進

ん
で

}
.九
〇

四

騰

醸

年
十
二
月
二
十

二
日
農
業
信
用
組
合

へ
下
附
す
可
き
國

嶺

卯

庫
補
助
費
を
増
加
し
、
爾
後
毎
年
六
百

フ
ラ
ン
ε
定
め

鱗
.

し
が
其
れ
以
来
村
落
家
蕾
保
険
は
驚
く
可
き
熱
を
以
て

増
加
せ
り
。
髭

組
A・
は
印
紙
及
国
税
免
除
の
特
許
を

繋

辮

得

た
る
が
故
に
更

に
便
益
を
加

へ
π
b
。
今
統
計
に
依

り
陽

明

1

1

第

十

三
巻

(第

二
就

一
四

七
)
.
.

　九

〕

■



「

雑

録

家
畜
保
険

に
就

て
(
二
.完
)

て
佛
國
内
村
蕗
家
畜
保
険
組
合

の
個
藪
組
合
人
員
及
保

険
家
畜
の
償
格
等
を
記
載
す
れ
ば
左

の
如
く
に
し
て
以

て
獲
蓮
の
状
況
を
詳
に
す
る
事
を
得
る
な
b
。

年

度

一
八
九
七

「
入
九
八

一
入
九
九

一
九
〇
〇

「
九
〇

一

}
九
〇
二

一
九
〇
三

】
九
〇
四

滑
.

加

椴
加
歩
合

組

合
数

個

西
八四

竃
九
四

ρ
】九
星

「三
八
四

美
茜

三
四
耳

冒[(合

四
(
】…0

耳
三
田天

二
三

四
八

.

組
合
員
鍛

(

=
天
空

一量
三
δ

西
≦
内
因

藍

碧

(

一(
一=
突

言
蓋

〇
二

一三
註

八
く

]工読
〇
一五

西
三
豊

蝸

=
一男

保

隙
偵

格ほ

{〔究
ゼ
=
署
三

七
二
三
六
】〇六

力
死
囚
墨

髭

二
六
八
=
一一盒

]莞

三
突

聖

夷

二
.】♂

一　天

一δ
八
八8
六
監

一竃
8
凹
く
三
省

天
口
口莫
九
茜

狸

一一・ゴ

六

而
し
て

】
九
〇
八
年
六
月

一
日
の
調
査

に
依
れ
ば
大

規
模

の
十
二
家
畜
保
険
相
互
會
肚
ε
地
方
的
小
規
模
を

以
て
せ
る
七
千
二
百
四
+

一
の
地
方
家
畜
保
険
小
組
合

ざ
及

び
五
ナ
三

の
家
畜
再
保
険
組
合
ξ
あ
り
て
、
家
畜

保
険

の
獲
達
愈
々
見
る
可
き
も
の
あ
り
。

佛
國
尿
畜
保
険
の
特
色
は
保
険
料

を
追
課
せ
ざ
る
に

あ
b
。
故

に
「牧
入
能
く
支
出

に
充
た
ざ
る
時
は
毎
に
保

険
金
を
削
減
し
て
支
彿
を
爲
す
は
話

し
已
む
を
得
ざ
る

第
十
三
巻

〔第

二
號
.
}
四
八
)

二
九

二

所

な
り
。

か
く
佛
國
の
家
畜
所
有
者
は
低
廉
な
る
保
険

料
に
慣
れ
た
る
を
以
て
株
式
會
肚
が
斯
業
を
警
む
も
失

敗
に
露
せ
し
例
少
か
ら
す
ε
云
ふ
。.

,醗
て
我
国
に
於
け
る
北
極
保
瞼
の
沿
革
を
按
ず

る
に

明
治
二
十
⊥
ハ
七
年
の
頃
、
地
方
保
険
熱
の

一
時
旺
盛
な

り
し
時
代

に
撒
個
の
小
家
畜
保
険
會
肚
の
設
立
を
見
た

る
事
あ
り
。
例

へ
ば
明
治
二
十
」ハ
年
十

一
月
愛
媛
縣
下

に
牛
馬
組
合
同
盟
合
資
會
肚
、
二
十
七
年
二
月
大
阪
に

家
畜
生
命
保
険
合
資
會
猷
設
立
せ
ら
れ
た
る
が
如
し
。

又
明
治
二
十
七
年
四
月
に
は
日
本
家
畜
市
場
曾
肚
に
於

て
、
東
京
府
の
乳
牛

に
謝
し
、
牛
疫
、
炭
疽
、
産
褥
熱

及
結
核
症
に
依
b
生
す
る
損
害
を
保
険
す

る
目
的
を
以

て
家
畜
保
隙
部
を
設
け
、
定
数
を
配
布
し
乳
牛
者
を
渤

話

せ
し
を
始
め
ε
し
、
會
肚

は
保
険
を
二
種
に
分
ち
て

通
常
保
険
-Σ
特
別
保
険
ざ
し
、
通
常
保
険
は
平
時
に
於

て
乳
牛
所
有
者

ご
契
約
す

る
も
の
に
し
て
三

ヶ
年
を

一

期

ご
し
、
特
別
保
険
は
流
行
病
の
獲
生
し
た
る
際
に
契

約
す
る
も
の
に
し
て
期
間
を
ニ
ケ
月
乃
至
六
ヶ
月
ご
し

通
常
保
険
に
て
は
評
償
の
百
分
二
十
乃
至
四
十
に
相
賞

す

る
保
険
料
を
前
金
に
て
梯
込
ま
し
・め
、
別
に
被
保
険

ユ9)経 済 人 僻 書470頁ComntedeBocquigy-LassanrancemutnalleduBetail,Paris,

1898・P・7LFrancoisCarvilIerAgr三cultura(LegislationNovelle)P・ τ,・
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動
物
を
抵
當
ε
し
て
會
肚
は
貸
附
金
を
騎
乗
す

る
旨
を

公
告
し
π
り
。
而
も
此
事
業
は

一
般
時
勢

に
劃
し
て
時

.

機
街
ほ
早

か
り
し
ビ
、
保
険
牽
高
き
に
失

し
、
會
砒
の

信
用
未
だ
厚
か
ら
ざ
り
し
が
矯
め
に
常
談
事
業
萎
微
振

は
す
何
れ
も
問
も
無
く
廃
業
の
悲
運
に
際
會
す

る
に
至

れ
り
。
其

の
後
明
治
三
十

一
年
頃
東
北
地
方
の
有
力
者

相
圖
り
て
稍

々
完
全
に
し
て
且

つ
大
規
模
な
る
家
畜
保

陰
株
式
會
祉

を
起
さ
ん
ざ
せ
し
も
中
途

に
し
て
挫
折
し

三
+
四
年
頃
更
に
同
種
の
會
肚
東
京
に
於
て
設
立
せ
ら

れ
ん
ε
し
既
に
主
務
官
廉
の
認
可
を
申
請
す
る
に
至
り

⑳

し
も
俗
耳
の
理
由
を
以
て
却
下
せ
ら
れ
π
b
。
.斯
く
し

て
我
国
に
於
て
漸
や
く
萌
え
出
で
ん
ピ
せ
し
擬
音
保
険

の
若
芽
は
幾
多
の
困
難
の
短
め
に
阻
止
せ

ら

れ

終

れ

b
『
然
皇

雌
も
畜
産
叢

前
段
に
当

た
る
如
文

園
氏
的
・産
業
ξ
し
て
甚
だ
重
要
な
る
も
の

な

る

が

故

に
、
未
だ
幼
稚
の
域
を
脱
し
得
ざ
る
我
国
畜
産
業
を
奨

励
促
進
す

る
必
要
上
家
畜
保
険
の
重
要
な
る
こ
ε
次
第

に
認
め
ら
る

、
に
至
b
、
近
時
漸
や
く
此
種
保
険

に
黝

し
識
者
の
注
意
を
惹
く
に
至
れ
リ
コ
.

三

我
国
に
於
け
る
家
畜
保
険

の
必
要

雑

録

家
畜
保
隙

に
就

て
(
二
、完
)

惟
ふ
に
我
国
に
於
て
は
家
畜
の
種
類
、
頭
撒
、
飼
育

の
状
態
、
需
要
の
盛
否
等
未

だ
欧
米
諸
国
ざ
同
日
に
論

.

す
可
か
ら
す
。
彼
此

の
圃

に
は
著
る
し
き
軒
輊
あ
る
を

以
て
彼
國
に
於
け
る
家
畜
保
険
の
経
鞍
方
法
を
移
し
て

直
ち
に
之
を
我
れ
に
用
ひ
ん
ε
す
る
は
至
難
の
業
な
る

可
し
、
殊

に
之
を
他

の
諸
保
険
師
ち
生
命
、
火
災
、
海

上
若
く
は
傷
害
等
の
保
険
ε
同
、一
の
思
想
を
以
て
慮
理

諒
解
せ
ん
こ
す
る
者
め
ら
ん
か
之
れ
誤

れ
る
の
甚
だ
し

き
も
の
ε
吉
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
我
国
に
於
て
家
畜
保

険
業
を
全
う
せ
し
め
ん
爲
め
に
は
先
づ
保
険
團
艦
の
櫓

保
力
に
劃
し
て
は
國
家
は
補
助
若
く
は
保
護
を
與
ふ
る

を
必
要
ε
し
、
危
険
の
鑑
硯

に
は
警
察
灌
の
幇
助
を
籍

り
、
各
地
方
の
畜
産
會
、
産
馬
組
合
叉
は
畜
生
組
合
艀
.

㎝
ε
相
提
携
し
て
、
引
受
く
る
所
の
危
険
を
最
も
安
全
な

る
死
亡
の
種
類

に
限
定
し
、
保
険
約
款
を
完
全
に
し
、

獣
麟
監
査
員
等
の
人
選
及
び
使
用

に
就
て
は
可
及
的
経

嚢
を
吝
む
事
無
く
、
保
険
料
の
算
出
の
基
.礎
を
完
全
に

し
て
利
益
若
く
は
保
険
料

の
割
戻
方
法
を
設
け
消
極
的

な
り
ご
錐
も
徐
々
に
事
業
を
進
む
る
を
以
て
得
策

ε
信

ず
、
か
く
の
如
く
に
せ
ば
、
大
會
融

に
し
て
之
を
経
管

第
十
三
巻

(第

二
號

∵
四
九
)

二
九
三
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一.

●

雑

鋒

家
畜
保
隙
に
就
て
(二
、完
)

す

る
に
方
り
て
も
敢
て
至
難

の
業
に
非
ざ
る
可
く
、
必

ず
や
事
業
の
成
功
の
光
明
を
認
む
る
に
庶

幾

か

る

可

し
Q或

は
叉
画
家
が
法
令
を
以
て
各
地
方
自
治
團
騰
に
命

・

じ
て
家
畜
組
合
を
組
織
せ
し
め
、
是
れ
に
依
り
て
小
規

模
な
る
相
互
保
険
を
實
行
せ
し
め
、
国
家
が
再
保
陰
者

の
地
位
に
立
ち
叉
は
補
助
金
を
與

ふ
る
等
の
方
法
を
講

じ
て
其

の
存
立
を
確
保
す

る
に
至
ら
ば
之
も
亦
最
も
安

全

に
し
て
且

つ
適
切
な

る
方
法
ε
謂
ふ
可
し
。

要
す

る
に
今
や
時
運
の
獲
展
驚
く
可
き
も
の
あ
り
。

文
化
の
進
歩
駸

々
乎

ξ
し
て
停
止
す
る
所
無
く
産
業
界

の
出別
途
益

々
多
事
な

る
の
時
我
国
は
列
強
の
伍
班
に
加

は
り
し
ε
雌
も
國
冨
産
業
.の
獲
展

に
就
て
は
伺
ほ
格
段

了

の
差
違
あ
b
。
此
の
峡
黙
を
補
ひ
且

つ
益

々
電
進
せ
し

む

ゐ
は
我
等

の
義
務
に
し
て
殊

に
國
民
衣
食
の
好
資
料

π
る
畜
産

の
鞍
達
を
企
圏
す
る
ば
季
塒

ざ
戦
時
ε
を
問

は
す
最
も
重
要
な
る
事
柄
に
し
て
決

し
て
等
閑
に
附
す

可

か
ら
・ざ
る
も
の
な
り
。

而
し
て
其
方
法
こ
し
て
は
馬
こ
の
家
畜
保
険

の
成
立

を
促
し
、
之
に
よ
り
て
畜
産
家
を
し
て
安
じ
て
斯
業
に

第

十
三
巻

(第

二
號

「
五
〇
)

二
九
四

努
力
す

る
を
得
し
む
る
を
以
て
最
頁
の
策
な
り
ざ
す
。

方
今
、
國
家
は
競
馬
事
業
を
公
許
漿
画
し
、
之
に
保
護

を
加
ふ
る
が
如
き
極
端
な
る
手
段
を
.探
り
て
迄
も
馬
匹

の
改
頁

に
蓋
し
づ
Σ
あ
れ
こ
も
、
吾
人
を
以
て
之
を
見

れ
ば
、
畜
産
保
護
の
方
法
ε
し
て
須
(
家
畜
保
険
の
穏

健

に
し
て
而
.も
布
敷
な
る
に
若
か
ざ
る

べ
し

今
や
国

家
事
業
ご
し
て
簡
易
生
命
保
険
の
行
は
る
、
あ
b
文
勢

.

働
保
険
(肚
會
保
険
}
の
將
に
創
案

せ
ら
れ
ん
巴
す
る
嶺

躍

れ
こ
も
、
未
だ
農
業
保
険
及
び
家
畜
保
険
の
致
究
せ
ら

る

、
事
極

め
て
稀
れ
な
り
。
而
も
家
畜
保
隙
の
施
行

せ

ら

る
、
事
は
肚
會
政
策
の
見
地
よ
り
考
ふ
る
も
亦
最
も

傾
傾
多

き
事
柄

な
る
が
故

に
、
此
難
よ
り
言
ふ
も
等
閾

に
附
す

る
こ
ε
を
得
ざ
る
べ
し
、
聞

く
所

に
依
れ
ば
先

.

に
民
間

の
有
志
相
計
り
て
斯
業
の
経
特
を
主
務
省
に
申

⑳

話

せ
る
も
の
あ
り
。
ヌ
農
學
、
獣
藩
學
界
の
諸
名
士
會

合

せ
ら
れ
て
當
該
保
険
法
制
定
促
進

の
件
に
聞
し
て
討

議

せ
ら
れ
し
事
も
有
b
ご
云
ふ
..
吾
人
は
斯
く
の
如
き

先
見
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